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  平成２９年度第９回庁議提案 審議・報告・その他 

                      提 出 日：平成２９年８月７日 

                      担当部・課 健康部健康推進課〔内線２４１２〕 

① 件  名 

障がい児・者歯科診療の実施について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

県内では障がい児・者や重症難病患者等に対する専門性の高い歯科診療については、仙台市内を

除き設置されておらず、多くの障がい児・者等は遠距離通院を行っているなど、家族を含め負担が

大きい状況にある。 

 

【目的】 

  一般の歯科診療機関では対応困難な障がい児・者の歯科治療について、石巻歯科医師会に委託し、

診療を実施することで、石巻地域における障がい児・者の１次及び２次歯科医療体制の確立を目指

すもの。 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

  

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２４年 ４月２０日 宮城県立石巻支援学校父母教師会有志より石巻市長あて「石巻市立病院

における特殊歯科設置の嘆願書」提出 

   ５月１０日 宮城県立石巻支援学校父母教師会長より宮城県知事、石巻市長、石巻赤

十字病院長、石巻歯科医師会長あて「特殊歯科設置の嘆願書」提出 

       ７月 ９日 障がい児・者歯科保健に関する懇話会開催（石巻市、石巻保健所、石巻

歯科医師会、東北厚生局、東北大学病院） 

 平成２７年 ８月３１日 石巻地域における障がい児・者歯科治療に向けた検討会議（第１回）開

催（石巻市、石巻歯科医師会） 

      １１月１０日 石巻地域における障がい児・者歯科治療に向けた検討会議（第２回）開

催（石巻市、石巻歯科医師会） 

 平成２８年２月     石巻歯科医師会と合同で障がい児・者歯科診療の先進地である蒲郡市障

がい者歯科診療所視察 

 平成２９年１月～    石巻歯科医師会、東松島市、女川町と障がい児・者歯科診療についての

具体的な協議開始 

 平成２９年 ７月２５日 石巻歯科医師会臨時総会で、本件が審議され承認される。 
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⑤ 主な内容 

１．事業主体       石巻市・東松島市・女川町（２市１町） 

２．事業形態       一般社団法人 石巻歯科医師会への委託事業 

３．診療対象者      ２次歯科治療を必要とする障がい児・者 

４．実施場所       石巻口腔健康センター（石巻市中里三丁目１０－１２） 

５．施設管理者及び届出者 一般社団法人 石巻歯科医師会 会長 佐藤 隆保 

６．診療日        ３日／月（第２．３．４木曜日） （年間３６日） 

７．診療時間       ９時～１２時３０分（予約制）  

８．診療体制       石巻歯科医師会の医師２名による２診体制 

指導医１名(雄勝歯科診療所 河瀬聡一朗所長等) 

    歯科衛生士３名、歯科助手兼受付１名 

９．診療開始時期（予定） 平成２９年１２月から  

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

   障がい児・者の市内での歯科診療が可能となり、受診しやすい環境が整えられることでむし歯

や歯周病などの悪化を防ぐ。また、保護者や家族等の通院に係る負担が軽減できる。 

※ 想定される患者数   （当初）１日１２人程度  年間１２人×３６日＝４３２人 

 

【財政負担】 

 初期導入費用(平成２９年度) 

  医療機器、施設改修等補助金 ８，０００千円 

運営費用（委託費用） 

  平成２９年度        ３，０４０千円（４ケ月分） 

  平成３０年度から      ９，１００千円（予定） 

※実績を確認しながら平成３２年度からの委託料に反映させることとしている。 

 

２市１町の負担額（人口割合によることで協議済）         単位 千円 

   石巻市 東松島市 女川町 計 

初期導入費用 ６，０８８ １，６５６ ２５６ ８，０００ 

H29委託料 ２，３１４ ６２９ ９７ ３，０４０ 

H30～H31委託料(予定) ６，９２５ １，８８４ ２９１ ９，１００ 

※平成３２年度からの負担割合は、周辺自治体の受診状況を基に見直しを行うものとする。 

 

平成２９年度分は９月補正に提出。 

 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 ・仙台市  平成６年から仙台歯科医師会への補助により実施 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 平成２９年 ９月   市議会第３回定例会に関連予算を提案 

      １０月   関係機関と協議、委託契約 

～１１月   

      １２月～  診療開始予定   

   

⑨ その他 

雄勝歯科診療所は本事業診療時間は休診となる。  

 


